
 
 

歯科医師国家試験出題基準の利用法 

 

 

はじめに 

歯科医師国家試験は、歯科医師法第９条に基づいて、「臨床上必要な歯科医学

および口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識および技能につい

て」行われる。第９条にいう「知能と技能」とは、臨床研修歯科医師として歯

科医療に第一歩を踏み出し、指導歯科医の下でその任務を果たすのに必要な基

本的知識及び技能であると考える。 

 その内容を具体的な項目によって示したのが、歯科医師国家試験出題基準（以

下「出題基準」という。）である。歯科医師国家試験の妥当な内容、範囲及びレ

ベルを確保するため、歯科医師試験委員（以下「試験委員」という。）は、この

出題基準を踏まえて出題する。ただし、出題内容に関する最終的な判断は、試

験委員会が行うものとする。 

 したがって、出題基準は歯学部卒前の歯学教育で扱われる内容の全てを網羅

するものでなく、これらの教育のあり方を拘束するものでもない。 

 

利用方法 

１．「必修の基本的事項」、「歯科医学総論」および「歯科医学各論」の関係性 

「必修の基本的事項」は「歯科医師として必ず具有すべき基本的最低限度の

知識」であることから、歯科医師として必要な基本的知識（土台となる知識）

とする。「歯科医学総論」と「歯科医学各論」は、「必修の基本的事項」を土

台として構成される、歯科医師として必要な専門的・臨床的知識とする。こ

のような関係性を基本とする。 

 

２．大・中・小項目、備考 

（１）大項目は、中項目を束ねる見出しを示している。 

（２）中項目は、疾患や事項等の包括的な概念等、又は、小項目を束ねる見

出しである。 

出題範囲という観点から配列されているため、必ずしも学問的な分類

体系と一致するものではない。 

（３）小項目は、疾患や事項等中項目より詳細な内容である。ただし、必ず

しも中項目を限定するものではない。 

また、小項目の記載がない場合は、中項目について標準的な学生用教

科書に記載されている程度の内容が出題範囲となる。また、教科書等



 
 

に記載がない場合においても、臨床現場で必要とされる新しい情報等

については、試験委員会の判断で出題できるものとする。 

（４）備考は、小項目に関する内容のうち、基本的臨床能力の観点から特に

重要な事項や補足的な説明とする。なお、補足的な事項は語頭に※を

付記している。ただし、出題範囲を限定するものではない。 

 

３．出題範囲の考え方について 

歯科医師国家試験の妥当な内容、範囲及びレベルを確保するため、試験委員

は、この出題基準を踏まえて出題する。ただし、出題内容に関する最終的な

判断は、試験委員会が行うものとする。 

 

４．ブループリント（歯科医師国家試験設計表） 

（１）必修の基本的事項 

「必修の基本的事項」では、各大項目に出題割合を記載している。こ

れは、「必修の基本的事項」における全問題のうち、当該大項目に関す

る出題割合を示している。 

（２）歯科医学総論、歯科医学各論 

「歯科医学総論」と「歯科医学各論」では、各章に出題割合を記載し

ている。これは、「歯科医学総論」または「歯科医学各論」における全

問題のうち、当該章に関する出題割合を示している。 

 

５．その他 

（１）括弧は以下のルールに基づいている。試験委員会の判断で、括弧内・

外の語を適宜使用できる。 

 

（  ）直前の語の説明  例；SOAP（主観的所見、客観的所見、評価、計画） 

〈  〉直前の語の同義語 例；国際生活機能分類〈ICF〉 

［  ］（ ）や〈 〉の中に（ ）や〈 〉がある場合の大きな括り 

例；薬剤耐性[antimicrobial resistance〈AMR〉] 

｛  ｝省略しても意味または分類の変わらない語 

      例；Blandin-Nuhn｛腺｝嚢胞 

【例】 「主な検査項目の表記」における表示の例示  

例；Gram 染色【例】喀痰の Gram 染色標本 

 

（２）人名を含む語の表記は、原則、原文表記を行う。   


